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【質　問】
　(2)「直荷引きの原則禁止は、仲卸業者は、浜松市場卸売業者以外から買い入れて販売しては
ならない」とされています。

【解　説】
　浜松市場の青果部１１社、水産物部８社の仲卸業者は、市場内卸売業者の４社以外からの買
受けは禁止されています。ただし、浜松市場には、入らない特別な品目など、申請を市役所へ
出すことで取引ができる場合もあります。
市場法の改正により、こうした申請もすることなく他都市の卸売業者、商社などからも買受けがで
きるようになります。

【結　果】≪影響がある：１４社　　影響がない：１０社　　無回答：1社　　未提出：１社≫

・直荷引きの自由化は、他市場から当該仲卸業者への直接販売が想定されることが懸念。

・常時、直荷引きを行う仲卸業者は、卸売業者として、登録し、負担を課すべきである。

・取引先の浜松市場以外の物品納品依頼に応えるため、単独に仕入れることで利益率は良。
仲卸業者の経営の観点では有り。独自性により、付加価値が上がる。

・卸売業者による第三者販売が自由化になることで仲卸業者への卸売が減少することなら、直
荷引きを受け入れないと対抗できない。

・地方市場は、地産池消の役割を担い今後も維持するべき。

・小売業者からすれば、安くていいものや品揃えの充実が期待される。

・現在、申請行為だが事後報告。事務手続き上。暗黙に、業界常識の範囲内の取引のため影
響ない。
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【解　説】
　浜松市場の卸売業者４社は、浜松市場に登録のある仲卸業者及び売買参加者への売買取引
が認められています。市場法の改正により浜松市場に登録されている仲卸業者及び売買参加
者以外の第三者の小売業者へも販売ができるようになります。

・法の廃止によって、仲卸業者の納品先であるスーパー等の取引が卸売業者になる可能性が
あり、仲卸業者の売上に影響が出る。

・第三者販売を受ける小売業者は、市場登録不要。各組合は、組合員加入も得られず存続も
危惧。

・第三者販売における市場の代金決済機関の利用をどう考えるのか。

【結　果】 ≪影響がある：１９社　　　影響がない：５社　　無回答：1社　　未提出：１社≫

【質　問】
　(1)「第三者販売の原則禁止は、卸売業者は、仲卸業者及び売買参加者以外の者に対
して卸売をしてはならない」とされています。
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【解　説】
　浜松市場の卸売業者４社は、浜松市場の卸売場に必ず物品を持ち込んで販売することが原
則となっています。ただし、開設区域内（浜松市内）に市場外保管場所の申請をした場合に限
り、市場外保管場所からの卸売も認められています。
このたびの市場法改正により、浜松市場卸売場へ販売物品を持ち込まず出荷者から買受人へ
直接、販売できるようになります。

・出荷者から直接仕入れるのは大手量販店であり、一般小売業者は、市場以外で荷を集めるこ
とはできない。このことで、当該市場の集荷量は減少し、一般小売業者への影響は大きい。こ
れが、公平、公正なのか疑問である。

【結　果】
≪影響がある：１１社　　　影響がない：１２社　　わからない：１社　　無回答：１社　　未提出：１
社≫

・以前は、品質管理のため現物確認が重要であったが、現在は、生産地の品質管理の向上と
ともに、物流のコスト削減にも繋がっており影響なし。

・生産者から直接買受人との取引が可能となり、浜松市へ進出が目まぐるしい大手量販店
（スーパー等）への卸売業者による直接販売は、仲卸業者の取引を減少させる。

・卸売業者の広域的な取引から、卸売の活性化が期待できる。

・生鮮食料品であるため、日々商品価値は変動し、現物物品を見ない中で、その価格をどう決
めるのか。また、入荷量も不透明となり、効率ばかりを求めることがいいのかは疑問である。

・仲卸業者としても、この取引を利用したい。

【質　問】
　（３）「商物一致の原則は、浜松市場の卸売業者４社は、市場内にある物品以外の物品の卸売
をしてはならない」とされています。




